
金ケ崎町中小企業等物価高騰対策賃上げ支援事業補助金交付要領 
 

１  事業目的 

最低賃金の大幅な上乗せが続く中、中小企業等が継続的に賃上げできる環境を整え、必要な

人材を確保していくため、岩手県物価高騰対策賃上げ支援金の令和８年２月以降に交付決定を

受けた事業者に、上乗せの補助金を交付する。 

 

２ 実施期間  

令和８年６月１日（月）～令和８年１２月２８日(月) 

 

３  補助対象及び内容 

昨今の物価高騰により、賃金の上昇が物価上昇に追い付いていない状況を踏まえ、町内中小

企業等の賃上げを後押しし、人材確保につなげるため、岩手県物価高騰対策賃上げ支援金の交

付決定を令和８年２月以降に受けた事業者に対し、正規雇用労働者１人あたり３万円（上限 150

万円）を上乗せ補助する。 

    また、令和７年 10月１日から令和７年 12月１日までの間に、時給換算額 971円未満の正規

雇用労働者を1,031円以上へ賃上げした場合は、対象労働者１人あたり１万円（上限 50万円）

を加算して補助する。 

※正規雇用労働者とは、期間の定めのない労働契約を締結し、かつ、通常の所定労働時間に基

づき雇用されている者をいう。 

 

４ 実施期間  

令和８年６月１日（月）～令和８年１２月２８日(月) 

※ 県の物価高騰対策賃上げ支援金の申請は、令和８年１１月１３日（金）で受付け終了です

が、支給上限がありますので、お早めに申請してください。 

 

５ 提出書類 

（１）金ケ崎町中小企業等物価高騰対策賃上げ支援事業補助金交付申請書兼請求書（様式第１号） 

（２）誓約書兼同意書（様式第２号） 

（３）支給対象従業員一覧（様式第３号） 

（４）物価高騰対策賃上げ支援金支給決定通知書（令和８年２月以降に岩手県から交付決定さ   

れたもの）の写し 

（５）支給対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し 

（６）賃金台帳の写し（賃金引上げ月及びその前月分（段階的に引き上げたときは、各賃上げ月

及び最初の賃上げ月の前月分）） 

（７）所定労働日数がわかる書類（会社カレンダー等） 

（８）振込先の情報(金融機関名、口座番号、名義人等)がわかる書類（預金通帳の写し等） 

（９）金ケ崎町税務課発行の滞納のない証明書  １通 

（10）その他商工会長が必要と認める書類 

 

６ 申請窓口 

   金ケ崎町商工会（金ケ崎町西根伊勢分２３－５）TEL:42-2710 FAX:42-2713 

 

７ その他 

（１）当会での事務手続きは、金ケ崎町中小企業等物価高騰対策賃上げ支援事業補助金決定通知

書（様式第４号）により通知する。 



様式第１号 

 

年  月  日 

 

金ケ崎町商工会長 様 

 

住 所 

名  称 

代表者の役職・氏名 

電話番号 

 

金ケ崎町中小企業等物価高騰対策賃上げ支援事業補助金交付申請書兼請求書 

金ケ崎町中小企業等物価高騰対策賃上げ支援事業補助金の交付を受けたいので、下記のとおり

関係書類を添えて申請します。 

記 

１  対象従業員数及び申請額 

申請内訳 対象従業員数 補助金申請額 

３万円               人                    円 

４万円    ※１万円加算               人                    円 

 

補助金申請合計               人                    円 

 

２  振込先 

金融機関名  口座種別（いずれかに○） 

支店名  普通  ・  当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義  

【添付書類】 

①誓約書兼同意書（様式第２号） 

②支給対象従業員一覧（様式第３号） 

③物価高騰対策賃上げ支援金支給決定通知書（令和８年２月以降に岩手県から交付決定さ   

れたもの）の写し 

④支給対象従業員に係る労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し 

⑤賃金台帳の写し（賃金引上げ月及びその前月分（段階的に引き上げたときは、各賃上げ月

及び最初の賃上げ月の前月分）） 

⑥所定労働日数がわかる書類（会社カレンダー等） 

⑦振込先の情報(金融機関名、口座番号、名義人等)がわかる書類（預金通帳の写し等） 

⑧金ケ崎町税務課発行の滞納のない証明書  １通 

⑨その他商工会長が必要と認める書類 



様式第２号 

誓約書兼同意書 

 

年  月  日 

住  所 

名  称 

代表者の役職・氏名               ㊞ 

 

金ケ崎町中小企業等物価高騰対策賃上げ支援事業補助金の交付申請及び事業完了後において

も、次の内容について誓約いたします。 

 

１ 補助金の対象となった賃金の引上げについて、引上げ後１年間は、引上げ後の賃金水準以

上の賃金を継続して支払います。 

２ 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者の範囲で事業

を営む者であって、個人事業主又は法人税法（昭和40年法律第34号）第２条に規定する法人

のうち、公益法人等※、協同組合等※又は普通法人※に該当します。 

３ 水沢税務署へ開業届を出しています（個人事業主に限る。）。 

４ 町内の事業所に常時使用する従業員を１人以上雇用しています。 

５ 町内に本社若しくは主たる事業所があり、又は支店、営業所等の事業所があります。 

６ 申請日時点において町税に滞納はありません。 

７ 過去に国、都道府県、市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は

支給決定の取り消しを受けたことはありません。 

８ 過去５年間に重大な法令違反等はありません（違法行為による罰則の適用を受けた、労働

基準監督署により違反の事実が検察官に送致された、消費者庁の措置命令を受けたなどの法

令違反等に該当しません。）。 

９ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業を行っていません。 

10 金ケ崎町暴力団排除条例（平成24年金ケ崎町条例第20号）第２条第２号に規定する暴力団、

同条第３号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及

び暴力団員が実質的に関与していません。 

11 会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）等に基づく再生

又は更生手続を行っている者に該当しません。 

12 公的機関から賃上げに対する支援金、補助金等（岩手県が実施する物価高騰対策賃上げ支

援金を除く。）を受けていません。 

13 補助金の交付に関する決定が取り消されたときは、返還等に応じます。 

14 金ケ崎町商工会から、報告、実地検査等の求めがあった場合は、これに応じます。 

※ 次の①から⑤のいずれかに該当するものは除く。 

① 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等) 

② 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの 

③ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの（後援会等） 

④ 国又は地方公共団体が設立した法人 

⑤ 法人格のない任意団体、政治団体及び宗教団体 

 



様式第３号（表）　支給対象従業員一覧

1 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

2 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

3 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

4 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

5 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

6 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

7 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

8 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

9 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

10 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

11 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

12 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

13 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

14 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

15 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

16 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

17 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

18 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

19 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

20 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

21 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

22 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

23 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

24 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

25 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

[A-B]

令和８年　　月　　日

事業者名　

NO 氏名
性別 賃金引上げ月※２ 賃金引上げ月の前月※３ 引上げ額 最賃改定前の賃金

額(時給)※４
1万円
加算（任意記入）※１ 年月 賃金額(時給)[A] 年月 賃金額(時給)[B]

※１　記入は任意です。性別情報は、今後の事業を検討する際の参考として使用します。

※２　賃金を引き上げた年月及び引上げ後の賃金額を記入してください。
　　　ただし、賃上げ対象時期（令和7年10月1日から令和8年9月30日）に複数回の賃上げを行った場合は、
　　　申請時点で適用されている賃金に引き上げた年月及び賃金額を記入してください。

※３　賃金引上げ月の前月の年月及び引上げ前の賃金額を記入してください。
　　　ただし、賃上げ対象時期（令和7年10月1日から令和8年9月30日）に複数回の賃上げを行った場合は、
　　　１回目の賃上げの前月の年月及び引上げ前の賃金額を記入してください。

※４　令和7年9月1日～30日を含む賃金計算期間から令和７年11月30日までの間において、最も低い賃金額を記入すること。
　　（令和7年10月１日から令和７年12月１日までの間に、時給971円未満の従業員の賃金を時給1,031円以上に引き上げた場合、1万円を加算する。）

確
認
事
項

・令和７年10月１日から令和８年９月30日の間に１時間当たり60円以上賃金を引き上げています。（賃金の支給が令和８年10月31日までのものを含む）

・賃上げ後の賃金は、最低賃金（1,031円）を上回っています。

・上記の従業員は、町内の事業所に勤務する正規雇用労働者であり、非正規雇用労働者は含まれていません。

・引き上げ後の賃金の支給実績があります。（最低１か月以上）  



様式第３号（裏）　支給対象従業員一覧

26 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

27 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

28 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

29 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

30 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

31 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

32 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

33 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

34 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

35 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

36 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

37 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

38 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

39 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

40 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

41 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

42 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

43 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

44 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

45 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

46 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

47 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

48 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

49 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

50 男性 女性 回答しない Ｒ 年 月 円 Ｒ 年 月 円 円 円

※１　記入は任意です。性別情報は、今後の事業を検討する際の参考として使用します。

※２　賃金を引き上げた年月及び引上げ後の賃金額を記入してください。
　　　ただし、賃上げ対象時期（令和7年10月1日から令和8年9月30日）に複数回の賃上げを行った場合は、
　　　申請時点で適用されている賃金に引き上げた年月及び賃金額を記入してください。

※３　賃金引上げ月の前月の年月及び引上げ前の賃金額を記入してください。
　　　ただし、賃上げ対象時期（令和7年10月1日から令和8年9月30日）に複数回の賃上げを行った場合は、
　　　１回目の賃上げの前月の年月及び引上げ前の賃金額を記入してください。

※４　令和7年9月1日～30日を含む賃金計算期間から令和７年11月30日までの間において、最も低い賃金額を記入すること。
　　（令和7年10月１日から令和７年12月１日までの間に、時給971円未満の従業員の賃金を時給1,031円以上に引き上げた場合、１万円を加算する。）

確
認
事
項

・令和７年10月１日から令和８年９月30日の間に１時間当たり60円以上賃金を引き上げています。（賃金の支給が令和８年10月31日までのものを含む）

・賃上げ後の賃金は、最低賃金（1,031円）を上回っています。

・上記の従業員は、町内の事業所に勤務する正規雇用労働者であり、非正規雇用労働者は含まれていません。

・引き上げ後の賃金の支給実績があります。（最低１か月以上）

[A-B]

令和８年　　月　　日

事業者名

NO 氏名
性別 賃金引上げ月※２ 賃金引上げ月の前月※３ 引上げ額 最賃改定前の賃金

額(時給)※４
１万円
加算（任意記入）※１ 年月 賃金額(時給)[A] 年月 賃金額(時給)[B]

 



様式第４号 

  年  月  日 

 

           様 

 

金ケ崎町商工会 

会長 菊地 清晴  

 

金ケ崎町中小企業等物価高騰対策賃上げ支援事業補助金支給決定通知書 

  年  月  日付けで申請のあった標記補助金について、下記のとおり支給を決定したので、

通知します。 

 

記 

１ 補助金額    金                  円 

 

（参考） 

補助単価 対象従業員数 補助金額 

３万円               人                    円 

４万円    ※１万円加算               人                    円 

 


